
＜別 紙＞ 

営繕工事における週休２日工事の評価の運用について（改定見え消し版） 

◎対 象 

  ⾧崎県の営繕工事における週休２日促進工事試行要領により試行対象として発注した全ての工事を対象とする。 

 

◎工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表の取扱い 

〇（主任監督員） 別紙―１ʷ２① ２.施工状況 Ⅱ.工程管理 において、以下の項目で評価する。 

 
  ⑦ ■ □ 休日・代休の確保を行っている。   ※４週６休以上で評価（４週５休以下は評価しない） 

  ⑩ □ □ その他 理由：４週８休以上を実施  ※４週８休以上で評価 

 

〇（主任監督員） 別紙―１ʷ２②・③ ５.創意工夫 Ⅰ.創意工夫 において、以下の項目で評価する。 

 

  □その他 理由：週休２日（４週８休以上）の確保に向けた企業の取り組みが図られているを実施した工事。 

   ※週休２日の確保の評価ではなく、企業（元請のみ）として週休２日確保に向けた取り組みを行い、 

当該工事で４週８休以上を実施している場合に評価。 

 

〇（担当課⾧） 別紙―１ʷ３① ２.施工状況 Ⅱ.工程管理 において、以下の項目で評価する。 

 
  ④ □ 配置技術者（現場代理人等）の積極的な工程管理の姿勢が見られた。  ※４週８休以上で評価 

  ⑤ □ その他 理由：４週８休以上を実施                 ※４週８休以上で評価 


